
電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について

（建設部建設管理課）

北海道では、令和５年11月以降に入札公告及び指名通知等を行う案件から
電子契約が可能となります。
道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速や

かに契約手続きを行うため、建設部建築局計画管理課及び各建設管理部入札
契約課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり入札
書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくこととになります
ので、入札参加者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

開札→ 落札者決定

電子契約希望 紙契約希望

紙契約書の郵送

契約締結

電子契約書送信

契約に関する申出書確認

・入札書
・工事費（委託費）内訳書
・契約に関する申出書（別紙１）

＜事務フロー＞

同時に
提出！

※変更契約から「紙契約」を希望される場合は、各発注機関へお問い合わせください。

※電子入札ｼｽﾃﾑ
の「内訳書BOX」
に添付
※落札者が提出
した申出書であ
ることの担保

※紙参加の
場合は、開
札日に持参



（案）



入札書の提出者と
一致させてください

（案）



（案）



随意契約

これまでどおり
内訳書の提出は
必要ありません



○電子入札システム改修（案）

＜入札参加者側画面＞

・入札参加者側の入札書画面で「電子契約」項目を追加
・「登録」ボタンを押下することで、電子契約用資料
登録画面が別ウインドウで表示される



○電子入札システム改修（案）

・「添付資料 追加／削除」ボタンを押下することで、電子契約用のファイル選択を行う。
・「更新」ボタンを押下することで、電子契約用資料の登録を反映する。
「更新」ボタンを押下前に画面を閉じた場合は、追加した添付資料の登録は行われない。
・ＰＤＦ形式のファイルのみ添付可能。
・添付資料数は、１者につき１ファイルのみ。
・１ファイルは３ＭＢ制限。
・更新後に、再度、本画面を開くことで、電子契約用資料の修正が可能。
（入札書送信のタイミングを改める場合などを想定）
・電子契約用資料は電子入札システムの「入札書」画面のみから登録可能であるため、
入札金額送信後の登録、修正等は不可。
・電子登録用資料の登録チェック機能はない。


